
1 

 

１．事業者名称 

 名   称  社会福祉法人 本部町社会福祉協議会 

 法人所在地  沖縄県国頭郡本部町字大浜８８１番地の４ 

電話番号  ０９８０－４７－６６５５ 

 代表者氏名  会 長  喜納 明美 

設立年月  昭和４７年４月２７日 

 

２．事業所の概要 

 事業所の種類  指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービス 

 事業所の名称  本部町ことばの教室 

 事業所の所在地  沖縄県国頭郡本部町字大浜８８１番地の４ 

 連 絡 先  電話：０９８０－４７－７１２１ FAX：０９８０－４７－６６５６ 

 管理者氏名  渡口 安二 

 児童発達支援 

 管理責任者 
崎濱 睦子 

 定   員  １０人 

 指定年月日  平成２５年４月１日 

 事業所番号  ４７５１７０００２４ 

 

３．事業の目的及び運営方針 

 

 

 

 

 

事業の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 社会福祉法人本部町社会福祉協議会（以下「事業者」という。）が 

設置する本部町ことばの教室（以下「事業所」という。）において実

施する指定障害児通所支援の児童発達支援（以下「指定児童発達支

援」という。）及び放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下 

「指定放課後等デイサービス」という。）の適正な運営を確保するた

めに必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支

援及び指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに 

障害児及び障害児の保護者[児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号 

以下「法」という。）第２１条の５の５第１項に規定する支給決定を 

受けた障害児の保護者をいう。以下「通所給付決定保護者」という。 

）]の意思及び人格を尊重し、障害児及び通所給付決定保護者の立場 

に立った適切な指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの 

提供を確保することを目的とします。 

 

 

 

➀事業所は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を 

習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の

身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切か
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運営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

つ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 

➁指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供に当たっ

ては、地域及び家庭との結び付きを重視し、通所給付決定保護者

の所在する市町村、障害者自立支援法(平成１７年法律第１２３号)

第５条第１項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施

設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下

「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努める

ものとする。 

➂前二項のほか、法及び「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援 

 の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成２４年厚生労

働省令第１５号）に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定

児童発達支援及び指定放課後等デイサービスを提供するものとす

る。    

 

４．通常の事業の実施地域 

  本部町 

 

５．営業時間とサービス提供時間 

営業日 

及び 

営業時間 

月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、慰霊の日

(６月２３日)、１２月２９日から翌年１月３日までを除く。 

午前８時３０分から午後６時３０分 

 

 

 

サービス提供日 

及び 

サービス提供時間 

 

 

 

 

 

指定児童発達支援 

月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、慰 

霊の日（６月２３日）、１２月２９日から翌年１月３日 

までを除く。 

   午前９時から午後６時 

指定放課後等デイサービス 

月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、慰 

   霊の日（６月２３日）、１２月２９日から翌年１月３日 

   までを除く。 

午前９時から午後６時 
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６．職員の体制  

  職  種        業 務 内 容 

管 理 者 

 

 

 

 

 

１名 

 管理者は、職員の管理、児童発達支援及び指定放課後等デイ

サービスの申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている 

児童発達支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるた

めに必要な指揮命令を行います。 

 

 

児童発達支援管理 

 責 任 者 

 

 

常勤１名 

 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画を作成し、少なく

とも６ヶ月に１回以上見直しを行います。サービスを利用する

障害児に対する継続的なサービス管理や評価を行うとともに、 

障害児及び障害児の保護者並びにその家族に対し、その内容等

について説明を行います。 

  

 保 育 士 

 指 導 員 

常勤２名、非常勤２名以上 

 個別支援計画に基づき障害児に対して、適切な指導、訓練等

を行います。 

  当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、指定障害児通所支援を提供 

 する職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

 

７．設備の概要(実際に設置されている設備の種類を記載すること)  

 設備の種類 室数       備      考 

 指導訓練室 １室  

 個別指導室 １室  

 小集団訓練室 １室 教養娯楽室と兼用 

 相 談 室 １室 視聴覚室と兼用 

 調 理 室 １室 地域福祉センターの厨房を使用 

 屋外遊技場  すべり台、砂場 

 事 務 室 １室  

 トイレ・シャワー  洗面台付、洋式トイレ 
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８．サービスの内容（実際に行うサービスの名称及び概要を記載し運営規程及び事業 

 計画等との整合性を図ること） 

 （１）指定発達支援の内容 

   ➀ 児童発達支援計画の作成 

   ➁ 日常生活における基本的な動作の指導 

   ➂ 集団生活への適応訓練 

   ➃ 言語訓練に関する指導 

   ➄ レクリエーション行事 

   ➅ 相談及び援助 

   ➆ 利用者の自宅と事業所の間の送迎サービス 

   ➇ 給食サービス 

 （２）指定放課後等デイサービスの内容 

   ➀ 放課後等デイサービス計画の作成 

   ➁ 生活能力向上のための訓練 

   ➂ 集団生活への適応訓練 

   ➃ 言語訓練に関する指導 

   ➄ レクリエ―ション行事 

   ➅ 相談及び援助 

   ➆ 利用者の自宅又は学校と事業所の間の送迎サービス 

   ➇ 創作的な活動の指導 

   ➈ 給食サービス 

 ※全てのサービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。「個別支援計画」は、 

  本事業所の児童発達支援管理責任者が作成し説明を行い、利用者の同意をいただき

ます。 

 

９．利用料金 

 （１）障害児通所給付費によるサービスを提供した場合は、サービス利用料金(厚生 

   労働大臣の定める額）から家計の負担能力その他の事情を斟酌して政令で定める 

   額を引いた額が介護給付費の給付対象となります。事業者が障害児通所給付費 

   の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、家     

   計の負担能力その他の事情を斟酌して政令で定める額を事業者にお支払いいた

だきます。(利用者負担額といいます。) 

    なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。 

 （２）上記（１）の代理受領を行わない場合、事業者は通所給付決定保護者からサー

ビス利用料金の全額を受けるものとします。 

 （３）事業者は、上記（１）及び（２）の利用者負担額の支払いを受けた場合は、通
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所給付決定保護者に対して当該費用に係る領収証を発行するものとし、障害児通

所給付費の代理受領を受けた場合は、通所給付決定保護者に対してその金額及び

内訳を通知するものとします。 

 （４）次に定める費用については、利用者から徴収するものとします。 

  （ア）給食サービスの提供に係る食事代  １食あたり３００円 

  （イ）その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に

負担させることが適当とみられるものの実費 

   ※上記費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定

保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を

得るものとします。 

   ※（１）から（４）までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収 

    証を当該費用を支払った通所給付決定保護者に対し交付するものとします。 

 （５）利用料金は、１ヶ月ごとに計算して請求しますので、毎月末日までに以下のい    

   ずれかの方法でお支払い下さい。 

   ➀当事業所の窓口で現金支払い 

   ➁指定口座への振込み 

      琉球銀行 本部支店 １０６４８９ 本部町社会福祉協議会 

                       会長 喜納 明美 

  

10．サービス利用に当たっての留意事項 

  通所給付決定保護者は、サービスを利用するに当たって、宗教活動や営利を目的 

 とした勧誘、暴力行為等、他の通所給付決定保護者に迷惑を及ぼす恐れのある行為  

 及び言動を行なわないものとします。 

 

11．虐待の防止について 

  事業者は、障害児及び通所給付決定保護者の人権の擁護・虐待の防止等のために、 

 下記の対策を講じます。 

 （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 虐待防止に関する責任者   管理者  渡口 安二 

 （２）成年後見制度の利用を支援します。  

 （３）苦情解決体制を整備しています。 

 （４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

（５）虐待防止委員会を設置し、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証、 

再発防止策の検討などを行います。 
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12．緊急時の対応 

 

  現に児童発達支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、 

 速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する 

 ものとします。 

  また、主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を 

 講ずるものとします。 

 

（１） 障害児のかかりつけ医療機関 

医療機関名 
 

 
診療科 

 

 

所 在 地 
 

 

主 治 医 
 

 
電話番号 

 

 

（２） 緊急連絡先 

連絡先➀ 

 氏 名 ：           続 柄 ： 

  

住 所 ： 

 

 電話番号： 

 

 （３）事業所の協力医療機関 

医療機関名 名護療育医療センター 診療科 小児科 

所 在 地 沖縄県名護市宇茂佐１７６５ 

代 表 者 泉川 良範 電話番号 ０９８－５２－０９５７ 

 

13．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める消防計画書により対応します。 

平時の訓練 
別途定める消防計画書に従い年に２回以上、避難・防災訓練を 

利用者全員で行います。 

防火管理者 大城 盛哉 

 

14．障害児及び通所給付決定保護者の記録や情報の管理、開示 

  事業者は、関係法令に基づいて、障害児の記録や情報を適切に管理し、通所給付 

 決定保護者の求めに応じてその内容を開示します。 
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※ 閲覧、複写ができる窓口業務時間は、平日の午前８時３０分から午後５時３０

分です。 

 

15．秘密の保持 

  職員は、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持します。 

  また、事業者は、職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を 

 保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を 

 職員との雇用契約の内容とします。 

16．苦情・要望の受付について 

 （１）当事業所の苦情・要望の受付窓口 

 

 

 

受付窓口 

 

 

 

 

窓口担当者    業務係長  佐 久 川 淳 

苦情解決責任者  常務理事  渡 口 安 二 

受 付 日    月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、慰

霊の日（６月２３日）、１２月２９日から翌年 

         １月３日までを除く。 

受付時間     午前８時３０分から午後５時３０分 

電話番号     ０９８０－４７－６６５５ 

FAX 番号     ０９８０－４７－６６５６ 

    また、苦情受付ボックス（意見箱）をことばの教室前に設置しています。 

 

 （２）行政機関その他苦情受付機関 

    本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は沖縄県社会 

   福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。 

 

 

本部町役場 

福祉課 

 

 

 

所在地   沖縄県国頭郡本部町字東５番地 

受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、慰霊の日 

      （６月２３日）、１２月２９日から翌年１月３日まで 

      を除く。 

受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分 

電話番号  ０９８０－４７－２１６５ 

FAX 番号  ０９８０－４７－２１８５ 

 

沖縄県福祉サー

ビス運営適正化

委員会 

 

 

所在地   沖縄県那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 

      沖縄県総合福祉センター西棟４階 

受付日   月曜日から金曜日 

受付時間  午前９時から午後５時 

電話番号  ０９８－８８２－５７０４ 

FAX 番号  ０９８－８８２－５７１４ 
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17．事故発生時の対応 

  事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び障害児の家族等に連絡を行なう 

 とともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録 

 するものとします。 

  また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故 

 が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。 

 （１）損害保険会社名 ： 日本興亜損害保険株式会社 

 （２）保 険 名   ： 社協の保険 

 （３）保険の概要   ： 事業者・団体の活動中の偶然な事故によりサービス利     

             用者や他人の身体・財物に損害を与え、事業者、団体又は  

             その活動従事者が法律上の賠償責任を負った場合の補償。       

       ➀基本補償   

           対人・対物・人格権侵害賠償  ２億円 

➁ケガ・感染症の補償（施設利用者）     

           死亡・後遺障害保険金額   ３００万円 


